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相澤 照代 川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室長
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長岡 芳美 山形市社会福祉協議会 事務局長

西岡 正次 Ａ’ワーク創造館 就労支援室長
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宮本 太郎 中央大学法学部 教授
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１．これまでの経過 ２．論点整理検討会の構成

○生活困窮者自立支援法
（平成二十五年法律第百五号）附則

（検討）
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途

として、この法律の施行の状況を勘案し、生活困
窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方
について総合的に検討を加え、必要があると認め
るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。
○経済・財政再生計画 改革工程表（抄）

平成29（2017）年度の次期生活保護制度の在り方
の検討に合わせ、第２のセーフティネットとしての
生活困窮者自立支援制度の在り方について、関
係審議会等において検討し、検討の結果に基づ
いて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに
係る2018年通常国会への法案提出を含む）。

生活困窮者自立支援法（平成２７年４
月施行）附則に定める施行３年後の検
討規定、「経済・財政再生計画改革工
程表」を踏まえ、検討を開始。

昨年１０月から「生活困窮者自立支援
のあり方に関する論点整理のための検
討会」を開催。

（
座
長
）

※五十音順、敬称略
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（ハローワークに係る地方分権について）の概要

概 要

ハローワーク利用者の利便性を高めることを第一義として、国と地方の連携を抜本的に
拡充した新たな制度を構築する。

職業安定法の改正

地方公共団体が民間とは明確に異なる公的
な立場で無料職業紹介を実施できるよう、
届出要件その他各種規制を緩和

① 地方公共団体が無料職業紹介を行う際の
届出を廃止。民間事業者と同列に課されて
いる規制（職業紹介責任者の選任等）や国
の監督（事業停止命令等）の廃止。

②法律上、地方公共団体が行う無料職業
紹介を独立した章に位置づけ。

③ 無料職業紹介を行う地方公共団体が希望
する場合に、国のハローワークの求人情報及
び求職情報のオンライン提供を法定化。

雇用対策法の改正

国と地方公共団体の連携を強化するため、
雇用対策協定や地方公共団体の要請を
法定化

① 国と地方公共団体は雇用施策について協
定の締結や同一施設での一体的な実施によ
り連携する旨を法律に明記。

② 地方公共団体の長は職業の安定に関し必
要な措置の実施を国に要請できる。
※ 国は実施の要否を遅滞なく地方公共団体に通
知。

※ 国は、要請に係る措置を行う必要があるか否か
を判断するに当たっては、予め、学識経験者等の
意見を聴かなければならない。

施行日：公布の日から起算して３月を経過した日（平成28年８月20日）

職業安定法の改正について

現 行

【職業安定法】
○ 地方公共団体が無料職業紹介を行う場合、
職業紹介事業者として以下の規制が課される。

① 事業開始・廃止の届出
② その他各種規制
a）国による助言指導、勧告、
報告徴収、立入検査

b）事業停止命令
c）改善命令
d）職業紹介責任者の選任
e）帳簿の備え付け
f）事業報告書の提出
g）名義貸しの禁止
h)性別等による差別的
取扱の禁止

改 正 後

【職業安定法】
○ 民間の職業紹介事業者とは異なる位置づけ・公
的な主体として無料職業紹介を実施できる。

① 届出の廃止（通知のみ）
② その他各種規制の見直し

a）廃止（※）
b）廃止（※）
c）廃止（※）
d）廃止
e）廃止
f ）廃止
g）名義貸しの禁止
h)性別等による差別的
取扱の禁止
※ 地方公共団体の行う無料職業紹介に法令上の問題
が生じた際には、地方自治法に基づく是正の要求等
の 国の関与で対応。

【閣議決定】
「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」（平成25年12月20日）
「平成26年の地方からの提案等に対する対応方針」（平成27年1月30日）

○ ハローワークの求人情報のオンライン提供（平成26年
より実施）

○ ハローワークの求職情報のオンライン提供（平成28年
3月より実施予定）

○ 無料職業紹介を行う地方公共団体が希望する
場合に、国のハローワークの求人情報及び求
職情報をオンラインで提供する。

地方公共団体が民間とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介を実施できるよう、届出要件その
他各種規制を緩和し、地方公共団体が地域事情に応じた創意工夫により無料職業紹介を実施できる
体制を整備する。

法定化

緩和

i)労働条件等の明示
J)個人情報の適正管理
k)適格紹介
l)労働争議への不介入
m)取扱職種の範囲等の
明示

n）守秘義務

i)労働条件等の明示
J)個人情報の適正管理
k)適格紹介
l)労働争議への不介入
m)取扱職種の範囲等の
明示

n）守秘義務
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１ 特定地方公共団体（無料の職業紹介事業を行う地方公共団体）が無料の職業紹介事業を行う場合の厚生労働大臣
への届出義務は廃止されて通知義務となるが、当該事業を開始した後に通知することも認められる。

２ 公共職業安定所は、特定地方公共団体が求人又は求職に関する情報を適切に取り扱うことができない恐れがあると
認めるときは、求人又は求職の情報提供を停止することができることとしており、具体的には、求人情報及び求職情報
のオンライン提供に係る利用規約に違反する場合等が該当する。

３ 厚生労働大臣が職業安定法に基づき特定地方公共団体に対する行政指導等を行うことはないが、必要に応じ、地方
自治法第245条の４に基づく資料の提出の要求、同法第245条の５の規定に基づく是正の要求等を行うこととなる。
４ 特定地方公共団体は、「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、
労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適
切に対処するための指針（平成11年労働省告示第141号）」の規定内容について適切に対応していただくようお願いし
たい。
※ 適切な対応を求める事項
・ 均等待遇に関するもの
・ 労働条件等の明示及び募集内容の的確な表示に関するもの
・ 求職者等の個人情報の取扱いに関するもの
・ 職業紹介事業者の責務に関するもの 等

５ 特定地方公共団体は、次の事項についても十分に留意するようお願いしたい。
・ 苦情処理に関すること
・ 個人情報（求人者の担当者の個人情報等求職者以外の個人情報を含む）の取扱いに関すること
・ 他の職業紹介機関を利用しないことを条件として職業紹介サービスを行ってはならないこと
・ 職業紹介事業に関する広告を行う場合、職業紹介所であることを明記すること
・ 外部会場を利用した就職面接会等での無料の職業紹介の実施を認めるが、少なくとも一つの事業所は有していなけ
ればならないこと 等

施行通知の概要（職業安定法関係）（その１）
（平成28年8月19日付け職発0819第2号）

６ 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関
係者が適切に対処するための指針（平成27年厚生労働省告示第406号）」は特定地方公共団体も対象であることに
留意をお願いしたい。

７ 公共職業安定所による特定地方公共団体への協力等として、特定地方公共団体の希望等に応じて、
① 職業紹介事業に係る研修資料の提供、研修への講師派遣、人事交流への協力等の支援を行うこと
② 特定地方公共団体が自ら受理した求人について、公共職業安定所において提供を受け、当該求人者に連絡をし
た上で、求人を受理し、ともに充足に努めること

８ 特定地方公共団体が無料の職業紹介を実施する施設において、雇用保険法第15条の規定による雇用保険の失業
の認定に係る業務、雇用保険受給資格者に公共職業訓練等の受講を指示する業務、職業訓練の実施等による特定
求職者の就職の支援に関する法律第12条の規定による職業訓練の受講支援に係る業務、各種雇用関係助成金の
支給等に係る手続の実施を希望する場合には、管轄労働局として対応の在り方を個別に検討し、調整するため、管
轄労働局に連絡をお願いしたい。

９ 特定地方公共団体は職業紹介責任者講習会の受講義務はないが、積極的なご活用をお願いしたい。

10 地方公共団体が民間の職業紹介事業者等に職業紹介事業の実施を委託するときは、民間職業紹介事業者に係る
職業安定法上の各種規制及び厚生労働大臣による監督の対象となる。
また、指定管理者制度により特定地方公共団体が職業紹介事業者に委託して職業紹介事業を行う施設の管理を指
定管理者に行わせる場合、当該職業紹介事業者には職業安定法上の各種規制及び厚生労働大臣による監督の対
象となる。

11 特定地方公共団体の行う無料の職業紹介事業（職業紹介の全部又は一部を民間職業紹介事業者等に委託して実
施する場合を除く。）については、公共職業安定所の愛称である「ハローワーク」の文言を名称に用いても差し支えな
いが、その場合には必ず、公共職業安定所と誤認されない名称（「○○県版ハローワーク」等）となるようお願いしたい。

12 特定地方公共団体においても、地方自治法第245条の４第１項の規定に基づく資料の提出の要求として、職業紹介
事業報告書の提出をお願いしたい。

施行通知の概要（職業安定法関係）（その２）
（平成28年8月19日付け職発0819第2号）
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無料職業紹介を活用した個別の求人開拓・あっせんの取組事例①

自治体名 運営方法 取組内容

大阪府
豊中市

直営 ○ 平成18年度から無料職業紹介事業を実施。独自に市内等の事業所にアプローチし、相
談者の状況に応じた求人開拓を実施。

○ 就労準備支援事業による就労体験を民間事業所の協力を得て実施。民間事業所は「自
社で働けるか」の視点で支援を行い、就労の可否を素早く判断。可能であれば無料職業
紹介事業を活用して、当該事業所における一般就労につなげている。

○ また、一般の求人条件に応募できない就職困難者に対しては、本人の状況に応じて、
就業時間の調整（1日8時間の求人を、障害者2人で4時間の求人にする、高齢者と障害
者でそれぞれ6時間と2時間の求人にする等）、年齢条件を緩和、給与の支払い方法の調
整（週払いや日払い等にする）をした上でマッチングを実施。

○ 地域の事業所に対して、切り出せる業務を具体的に提案しつつ、求職者の紹介をする
ことで、求職者と事業所の相互の満足につながっている。

鳥取県
北栄町

直営 ○ 平成27年春に無料職業紹介事業を開始。商工会や農作業人材紹介センターと連携して
職業紹介ができる体制を整備。

○ 県と連携して、就労訓練事業を通じて実施する地域づくりに対する補助事業を実施。
同事業の対象となった農作業をメインにした事業所が認定就労訓練事業所となり、同事
業所に対し雇用型での訓練へのあっせんを実施。

北海道
釧路市

委託
（釧路社会
的企業創造
協議会）

○ 平成27年10月から無料職業紹介事業を開始。
○ 地域の事業所とも連携し、軽作業（就労準備支援事業による内職作業）・企業見学・

就労体験・企業実習・短時間就労・一般就労という段階的な就労支援の仕組みを構築。
○ 年齢や社会経験の乏しさ等が原因でハローワークの職業紹介だけでは就労することが

困難な者については、企業実習・就労体験等の段階的な就労支援を行う中で、事業所と
関係を構築し、当該事業所での一般就労を目指すといった支援を行っている。

無料職業紹介を活用した個別の求人開拓・あっせんの取組事例②

自治体名 運営方法 取組内容

愛知県
名古屋市

委託
（市社協
等のＪ
Ｖ）

○ 平成27年4月から無料職業紹介事業を開始。ハローワークの求人情報等をもとに求人
や就労体験先を開拓。

○ 求人開拓では、本人にあった環境の職場を探し、まずは就労体験先や認定就労訓練事
業所として協力してもらい、職場見学や就労体験等を通じて一般就労につなげていく。

神奈川県
川崎市

委託
（（株）
パソナ）

○ 平成26年5月から就労意欲は高いが採用されにくくなってしまっている高齢者・生活
困窮者等に対して、条件を緩和した求人を開拓して、マッチングを実施。

○ 具体的には、ハローワークの求人情報等をもとに、週5日フルタイムの仕事の勤務時
間を少し短くする、保証人がいない人も受け入れを可能とする、給料を週払いにする、
年齢条件を緩和する等の調整を、電話や訪問等により実施。本人の意欲を上げて、企業
の条件を下げることで、マッチングゾーンを広げる。

○ 例えば、高齢者の場合、面接の約束ができれば健康な状態であることを伝えるよう工
夫することで就職につながりやすくなる。また、仕事のブランクがある人、健康状態が
不安な人は、まずトレーニングやボランティアから入って、仕事ができるかどうかを見
極めてもらうよう工夫することで就職につながりやすくなる。

東京都
大田区

委託
（やまて
福祉会）

○ 平成27年11月から無料職業紹介事業を開始。
○ 求人開拓担当者が地場産業を含む区内の事業所を回り、安定就労ができる求人を見つ

けてきたり、求人の切り出し等の調整作業を担っている。
○ 求職中の相談者に対しては、多くの求人の中から日払いや住み込みをはじめ、その人

にあった仕事を探し、直ちに企業への打診を行い、履歴書や面接指導を行うことでスム
ーズな就労につなげている。
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雇用対策法の改正について

現 行

【雇用対策法】

○ 地方公共団体は、国の施策と相ま
って、当該地域の実情に応じ、雇用に
関する必要な施策を講ずるように努
めなければならない。

○ 国及び地方公共団体は、国の行う
職業指導及び職業紹介の事業等と地
方公共団体の講ずる雇用に関する施
策が密接な関連の下に円滑かつ効
果的に実施されるように相互に連絡
し、及び協力するものとする。

改 正 後

【雇用対策法】

○ 国と地方公共団体は雇用施策につ
いて協定の締結や同一施設での一体
的な実施により連携する。

○ 地方公共団体の長は職業の安定に
関し必要な措置の実施を国に要請で
きる。
・ 国は実施の要否を遅滞なく地方
公共団体に通知。
・ 国は、要請に係る措置を行う必要
があるか否かを判断するに当たって
は、予め、学識経験者等の意見を聴
かなければならない。

連携策
の

具体化

国と地方公共団体が連携して雇用対策を講じるための「雇用対策協定」、国と地方公共団体が一体と
なってサービスを提供する一体的実施により、国と地方公共団体の連携を強化する。
首長が職業の安定に必要な措置を国に要請できる仕組みも定める。

○ 希望する自治体において、国（ハローワーク）が行う無料職業紹介等と自治体が行う相談業務等を一体的に
実施。

○ 一体的実施は、
① 自治体の提案に基づき、国と自治体が協議して内容を決定し、協定の締結等により実施に移すこと
② 利用者のニーズに応えられるよう運営協議会を設置すること
など、自治体主導でハローワークと一体となったさまざまな工夫が可能な事業。

○ 平成27年度末時点で、１59自治体（３３道府県１２６市区町）で実施中。
うち生活保護受給者等を主な対象とする取組は９６自治体。

一体的実施施設

【国】
職業紹介・職業相談

【都道府県・市町村】
公共職業訓練、住宅・福祉相談等

※自治体が行うサービスの種類は地域の実情に応じて提供

※各事業は、協定や運営協議会の運営方針を踏まえ、それぞれの実施主体が責任をもって実施

自治体の意向が反映されるよう、協定の中に、自治体から国に対して要望・要請

があった場合には国は誠実に対応する旨を規定することも可能
自治体

協定（自治体・国）

自治体・国・地域の労使等が参加し、運営

国（労働局・ハローワーク）

運営協議会

運営方針を決定

【ハローワーク】
職業紹介

全国ネットワーク

【都道府県・市町村】

職業能力開発、住宅政策、福祉
政策等の実施

【概要】

一体的実施事業について
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厚生労働大臣
地方公共団体の長

雇用対策法に基づく地方公共団体から国への要請

①要請（法32条第1項）
職業の安定のために必要があるとき
（多数の離職者が発生するなど）、必
要な措置の実施を要請。
※書面による（省令第13条の２第１項）

②学識経験者等への意見聴取（法32条第３項）
措置を行う必要があるか否かを判断するに当たって、学識経験
者等の意見を聴かなければならない。

（意見を聴く者 （省令第13条の２第４項））
１ 学識経験者、２ 措置要請に関係する地方公共団体、
３ その他

③通知（法32条第２項）
実施する旨又は
実施しない旨及びその理由

都道府県労働局長

※④ ③の通知を受けた地方公共団
体の長は、必要があると認めると
きは、厚生労働大臣へ自ら①～
③の権限を行うよう求めることが
できる（省令第13条の２第２項）。

※⑤ 厚生労働大臣は、自らその①～
③の権限を行うものとする。（省令
第13条の２第３項）

第６次地方分権一括法の一部施行（平成28年８月20日施行）
雇用対策法の一部改正を含む第６次地方分権一括法（平成28年法律第47号）により、国と地方公共団体の連携を強化するため、地方公共団体の
長は職業の安定に関し必要な措置の実施を国に要請することができることとされた（法第32条第１項）。

委任（省令15条第２項及
び第３項）

雇用対策協定に基づき要請がなされた場合は、その内容が法令又は予算に違反する場合その他の要請の内容について管轄公共
職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。（省令
第13条の３第２項）

4

※ 要請を行う地方公共団
体を管轄する都道府県労
働局長

都道府県 市区町村

１ 改正雇用対策法施行前に各都道府県労働局長と地方公共団体の長との間で締結された雇用対策協定を改正雇用
対策法に基づく協定とみなすものとすること

２ 公共職業安定所の業務に関する事項以外に都道府県労働局の管轄する業務に係る事項が盛り込まれた協定や、
既に締結されている雇用対策協定であって、国の締結者が都道府県労働局長以外の者である協定について、改正
雇用対策法に基づく協定に準じた取扱いとすること

３ 雇用対策法第32条に規定する地方公共団体からの国に対する要請（以下「措置要請」という。）については、次のと
おりするものとすること
(1) 措置要請の対象となる「労働者の職業の安定に関し必要な措置」は、広く労働局又は公共職業安定所の実施す
る雇用対策を含むものであるとともに、当該地方公共団体を管轄する労働局長の管轄区域内で実施されるものに限
定されるものではないものとすること
(2) 措置要請に係る措置を行う必要があるか否かを判断するに当たり学識経験者等の意見を聴くときは、原則として
地方労働審議会において意見を聴くこと、その際、要請を行った地方公共団体の長等は地方労働審議会の場でヒア
リング等を通じて意見を聴くことについて、要請地方公共団体の長の意見を聴くこととすること
(3) 地方公共団体が措置要請に係る措置を厚生労働大臣が自ら行うよう求めたときの学識経験者等の意見を聴くと
きは、労働政策審議会において意見を聴くことについて、要請地方公共団体の長の意見を聴くこととすること
(4) 都道府県労働局の既存の予算又は人員等で直ちに対応可能であるもの等については、必ずしも措置要請を行う
必要はないものとすること

施行通知の概要（雇用対策法関係）
（平成28年8月19日付け職発0819第4号）
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雇用保険の適用拡大（雇用保険法、徴収法関係）

○ 65歳以降に雇用された者は雇用保険の適用除外

○ 同一の事業主の適用事業に65歳以前から引き続いて雇用されている者（高年齢継続被保険者）のみ、
適用となり、離職して求職活動をする場合に高年齢求職者給付金（賃金の50～80％の最大50日分）が
１度だけ支給

○ 64歳以上の者については、雇用保険料の徴収を免除

高年齢継続被保険者
65歳に達する以前より引き続き
同一の事業主の適用事業に雇用

６５歳

一般被保険者

○ 65歳以降に雇用された者についても、雇用保険を適用し、離職して求職活動する場合には、
その都度、高年齢求職者給付金を支給（支給要件・内容は現行のものと同様。年金と併給可。）

○ さらに、介護休業給付、教育訓練給付等についても、新たに６５歳以上の者も対象とする

○ 雇用保険料の徴収免除を廃止して原則どおり徴収し、平成31年度分までの経過措置を設ける。

※ 別途、事業主が高齢者を一定割合以上雇用した場合の助成措置等を導入。

改正の内容【平成29年１月１日施行】

生涯現役社会の実現の観点から、雇用者数、求職者数が増加傾向にある65歳以上の高年齢者の雇用が一層推進される
よう、雇用保険を適用する。
・（役員を除く）65歳以上の雇用者数：H14 153万人 → H26 320万人
・65歳以上の新規求職申込件数 ：H2 84,204件 → H26 431,023件（就職件数：H2  9,011件 →H26 74,746件）

改正の趣旨

現行の内容

生活保護受給者等の多くは、傷病、精神疾患や家庭の事情等様々な阻害要因を複合的に抱えており、こ

れらの者を雇い入れる事業主は、就労時間や作業負荷等の雇用管理上の配意が必要となる。このため、

雇入れ事業主の雇入れ時の経費負担軽減を行うことにより、これらの者の就職を促進する。

１ 趣 旨

（１） 対象事業主
生活保護受給者等（地方公共団体が労働局・ハローワークと締結した協定に基づきハローワークの生活保護
受給者等就労自立促進事業による支援の要請を行った者）を、公共職業安定所や特定地方公共団体、一定の
要件を満たした民間職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として新たに雇い入れた事業主

（２） 助成対象期間
１年

（３） 支給金額
短時間労働者以外の者 ： ３０万円（２５万円）※１×２※２ ※１ 括弧内は中小企業以外に対する支給額

短時間労働者 ： ２０万円（１５万円） ×２ ※２ ６か月ごとに２回支給

２ 内 容

○生活保護受給者等を雇い入れる事業主に対する助成措置の新設
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